
別紙 　　　入所利用料金表（利用料その他の費用の額一覧）

１　利用料 平成２７年８月１日改定

項　目 単　位 １割負担分 ２割負担分 内　容

ア　基本額

　（Ⅰ）　従来型個室 ６９５単位/日 ７４６円/日 １,４９２円/日 要介護１

７４０単位/日 ７９５円/日 １,５８９円/日 要介護２

８０１単位/日 ８６０円/日 １,７２０円/日 要介護３

８５３単位/日 ９１６円/日 １,８３１円/日 要介護４

９０４単位/日 ９７０円/日 １,９４１円/日 要介護５

　（Ⅱ）　多床室（４人部屋） ７６８単位/日 ８２５円/日 １,６４９円/日 要介護１

８１６単位/日 ８７６円/日 １,７５２円/日 要介護２

８７７単位/日 ９４２円/日 １,８８３円/日 要介護３

９２８単位/日 ９９６円/日 １,９９２円/日 要介護４

９８１単位/日 １,０５３円/日 ２,１０６円/日 要介護５

イ　加算額

　　　夜勤職員配置加算 ２４単位/日 ２６円/日 ５２円/日 厚生労働大臣が定める夜勤職員の勤務条件を満たすもの。

　　　短期集中リハビリテーション ２４０単位/回 ２５８円/回 ５１６円/回

　　　実施加算

　　　認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ ２４０単位/回 ２５８円/回 ５１６円/回

　　　実施加算

　　　認知症ケア加算 ７６単位/日 ８２円/日 １６４円/日 認知症専門棟（２階）へ入所した場合に加算。

　　　若年性認知症利用者受入加算 １２０単位/日 １２９円/日 ２５８円/日

　　　外泊時施設療養費 ３６２単位/日 ３８９円/日 ７７７円/日 居宅における外泊を認めた場合に算定。（月に６日を限度）

　　　ターミナルケア加算 死亡日以前４～３０日

　１６０単位/日 １７２円/日 ３４４円/日

死亡日前日、前々日

８２０単位/日 ８８０円/日 １,７６０円/日

  死亡日

１,６５０単位/日 １,７７１円/日 ３,５４２円/日

　　　初期加算 ３０単位/日 ３３円/日 ６５円/日 入所日から３０日以内の期間について加算。

４５０単位/回 ４８３円/回 ９６６円/回

３０単位/月 ３３円/月 ６５円/月

　  　入所前後訪問指導加算 入所期間が１月を超えると見込まれる場合、退所後に生活する居宅を訪問
し、退所を目的とした施設サービスの策定及び診療方針の決定を行った場
合に算定。（入所前３０日または入所後７日以内、入所中に１回を限度）

口腔衛生管理体制加算
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する
口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に算定。

入所の日から３月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合
に加算。（週に３日以上）

認知症で、リハビリテーションによって改善が見込まれると判断されたもの
に対して、入所の日から３月以内の期間に集中的にリハビリテーションを
行った場合に加算。（週に３日を限度）

若年性認知症入所者に対して、個別の担当者を定め、その者を中心に、特
性やニーズに応じたサービス提供を行った場合に加算。

医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断し、入所者又はそ
の家族の同意を得て、ターミナルケアに係る計画が作成され、医師、看護
師、介護職員等が共同して、入所者の状態又は家族の求め等に応じ随
時、本人又はその家族への説明を行い、同意を得て、ターミナルケアが行
われた場合に算定。



　　　退所前訪問指導加算 ４６０単位/回 ４９４円/回 ９８８円/回

　　　退所後訪問指導加算 ４６０単位/回 ４９４円/回 ９８８円/回

　　　退所時指導加算 ４００単位/回 ４３０円/回 ８５９円/回

　　　退所時情報提供加算 ５００単位/回 ５３７円/回 １,０７４円/回

　　　退所前連携加算 ５００単位/回 ５３７円/回 １,０７４円/回

　　　栄養マネジメント加算 １４単位/日 １５円/日 ３０円/日

　　　経口移行加算 ２８単位/日 ３０円/日 ６１円/日

　　　経口維持加算（Ⅰ） ４００単位/月 ４３０円/月 ８５９円/月

　　　経口維持加算（Ⅱ） １００単位/日 １０８円/日 ２１５円/日

　　　療養食加算 １８単位/日 ２０円/日 ３９円/日 厚生労働大臣の定める療養食を提供した場合に加算。

　　　緊急時治療管理 ５１１単位/日 ５４９円/日 １,０９７円/日

　　　特定治療

　　　所定疾患施設療養費 ３０５単位/日 ３２８円/日 ６５５円/日

　　　認知症行動・心理症状緊急 ２００単位/日 ２１５円/日 ４３０円/日

　　　対応加算

　　　地域連携診療計画情報 ３００単位/回 ３２２円/回 ６４４円/回

　　　提供加算

　　ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算（Ⅰ）イ １８単位/日 ２０円/日 ３９円/日

　　　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

計 （ア＋イ（単位））×地域加算率(１０．４５)×介護職員処遇改善加算（１．０２７）で計算した合計額の１割または２割

退所時に退所後の居宅における療養上の指導を行った場合に算定。（ある
いは試行的な退所を行った月から３月間に月１回）

退所後の主治の医師に対して、診療状況を示す文書を添えて紹介を行っ
た場合に算定。

退所後３０日以内に居宅（他の社会福祉施設等）を訪問し、療養上の指導
を行った場合に算定。(退所後１回を限度）

退所に先立ち、指定居宅介護支援事業者に対して診療状況を示す文書を
添えて必要な情報提供を行い、各種サービスの利用に関する調整を行っ
た場合に算定。

食事の状況に配慮した栄養ケア計画を作成し、計画に従った栄養管理を
行い、定期的に評価し、必要に応じ計画を見直した場合に加算。

肺炎、尿路感染症または帯状疱疹について、投薬、検査、注射、処置等を
行った場合に算定。（月に１回、連続する７日を限度）

経口移行計画を作成し、計画に従い、管理栄養士または栄養士が栄養管
理を行った場合に加算。

　所定単位数に２．７％を乗じた単位数

退所に先立って、退所後生活する居宅（他の社会福祉施設等）を訪問し、
退所後の療養上の指導を行った場合に算定。（入所中１回を限度）

医科診療報酬点数表に定める
点数に１０円を乗じた額

高齢者の医療の確保に関する法律 第６４条第３項に規定されるリハビリ
テーション､処置､手術､麻酔又は放射線治療(別に厚生労働大臣が定める
ものを除く｡)を行った場合。

医師又は歯科医師の指示に基づき、経口維持計画を作成し、計画に従
い、管理栄養士または栄養士が経口摂取を継続するための特別な管理を
行った場合に算定。（著しい摂食機能障害を有し造影撮影又は内視鏡検査
により誤嚥が認められたもの）

医師又は歯科医師の指示に基づき、経口維持計画を作成し、計画に従
い、管理栄養士または栄養士が経口摂取を継続するための特別な管理を
行った場合に算定。（摂食機能障害を有し誤嚥が認められたもの）

病状が重篤となり救命救急医療が必要となり、緊急的な治療管理として、
投薬、検査、注射、処置等を行った場合に算定。（連続する３日を限度）

所定の算定を受けて医療機関を退院した入所者に対して、診療計画に基
づき治療等を行い、翌月までに病院に診療情報を提供した場合に算定。
（１回を限度）

介護職員の賃金改善に関して計画を策定し、県知事に届け出て、実施し、
報告を行った場合に算定。職員の質の向上に係る計画を策定、周知し、研
修の実施等を行った場合に加算。

医師が、認知症の行動・心理症状により在宅生活が困難であり緊急の入
所が適当であると判断し、介護保険施設サービスを行った場合に算定。
（入所日から７日を限度）

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が６０％以上である場合
に算定。



２　居住費及び食費（利用者１０割負担分）

項　目

ア　居住費

　　　従来型個室 　　２,０５５円/日 室料及び光熱水費相当

　　　多床室（４人部屋） 　　　　４６０円/日 光熱水費相当

イ　食費

　　４６２円/食 朝食（食材料費及び調理費）

　　６６８円/食 昼食（　　　　 　〃　　　　　　）

　　６１７円/食 夕食（　　　　 　〃　　　　　　）

３　その他の日常生活費等（利用者１０割負担分）　　　　 ※希望により提供する場合

ア　特別な室料 　　２,７００円/日 １人室（一般棟４室）

　　1,６２０円/日 ２人室（一般棟１室）

イ　おやつ代 　　２０５円/食 おやつ

ウ　特別な食事費 実費　　 ご希望に応じて特別な食事の提供にかかる費用

エ　理美容代 　　１,９００円/回 カット

　　５,４００円/回 パーマカット

　　４,５００円/回 カラーカット

オ　日用品費 １５４円/日 別紙参照 　

カ　教養娯楽費 実費/回 美術・音楽・園芸・書道・ペーパークラフト・ダンス等ご希望される場合

キ　健康管理費 実費　　 インフルエンザ予防接種費等

４　その他の日常生活費等とは区分される費用（利用者１０割負担分）

項　目

　衣類レンタル代 ６７０円/日 業者委託（㈱柴橋商会）

　タオルレンタル代 ２６０円/日 業者委託（㈱柴橋商会）

　牛乳代 ７２円/本 牛乳・ヨーグルト等

　診断書代 ５,４００円/１通 死亡診断書等

※　日用品費のコース品目につきましては、希望によりそれぞれ単品で購入ができます。

※　特別な室料、特別な食事（おやつを除く）及び上記以外で購入されたものについては、消費税の課税対象となります。

医療法人財団倉田会　　しんど老人保健施設

※　利用者負担金は月末で締め、ご利用月の翌月１５日に請求書を郵送、２７日（土・日・祝日等による金融機関が非営業日の
   場合は、その後の最初の営業日）に、ご指定の口座より引落しさせて頂きます。ご利用月の翌々月初めに引き落としを確認
   し、領収書は１５日に郵送いたします。

金　額

金　額 内　容

内　容


